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【各科目区分の教育の目的】 

①外国語 

■英語 

現代グローバル社会において求められる国際共通語としての英語の実践的な基礎知

識を身につける。また、学士力の汎用的スキルの一つとして、専攻する専門的分野を

深めて行く上で必要となる英語基礎力の習得も目的とする。英語を学ぶことで、グ

ローバルな視点から物事を批判的に思考することのできる現代市民としての素養を

培う。 

■初修外国語 

選択した外国語の総合的基礎知識を習得して、適切に運用することができ、あわせ

て、当該語圏の現代文化を理解する手掛かりとなる知識も身につけることを目的と

する。英語以外の外国語を学ぶことで、日本語、日本文化をより客観的に見る視点を

獲得し、多文化共生社会である地球に生きる市民としての自己形成(教養)の基礎を

培う。 

②健康・スポーツ／文化・芸術 

■健康・スポーツ 

自己の体力・運動能力の現状を把握し、健康の維持・増進に必要な運動の理解 と実

践を図ると同時に、各種の運動やスポーツの実施に必要な基礎知識と技術を習得す

る。また、運動やスポーツを行うことを通して、互いの交流関係を作り出す社会的能

力を引き出す。 

■文化・芸術 

本科目では、生涯にわたって文化的生活を営む上で基盤となる文化的素養を培うこ

とを目的とする。音楽・美術分野を中心に、授業を通じて幅広い芸術文化を理解し鑑

賞する力を身に付ける。また、島根県・山陰地方の芸術文化にふれることで、地域の

文化的背景と文化活動への理解を深める。 

③情報科学 

情報社会と呼ばれる現代において中心的な役割の一つを担うコンピュータについて

基礎的事項を解説するとともに、産業・社会において利用される情報技術について

学ぶ。十分なトピックスと深度を内容に含め、文系理系を問わず現代を生きる社会

人として求められる知識を身につける。 

④数理・データサイエンス 

データサイエンスの基礎と数理的思考、そしてその応⽤について学ぶ。具体的には、

データの⾒⽅や帰納的思考、データの基本的な解析⼿法とグラフィック表現⼿法、

データの解析⼿法を理解するための最低限の数学、そして AIの恩恵を享受した⼈間

中⼼の適切な判断や活⽤について学ぶ。また、基本的なデータ解析⼿法を⾃ら実⾏
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できるようになることも⽬的とする。 

⑤教養育成科目 

教養育成科目全体 

自然や環境、人間や文化にかかわる幅広い学問分野に触れ、多様なものの見方・考え

方を身につける過程を通じて、現代社会に必要な統合された知の基盤を築くことを

目的とする。教養育成科目は、入門科目、発展科目、社会人力養成科目の３科目群で

構成され、入門科目、発展科目には、それぞれ学問分野に応じて人文社会科学分野、

自然科学分野、学際分野の区分を設け、学生の主体的・体系的な履修を促す。 

■入門科目 

自らの専攻とは異なる領域も含めた幅広い学問分野に関する知見を得ることで、専

門分野や現代社会をより多面的にとらえる視点を養うことを目的とする。入門科目

は、主に講義形式をとる授業によって構成されており、各分野の教員から多様な学

問知を吸収し、大学で学ぶための基盤を形成することができる。 

■発展科目 

入門科目をふまえて、さらに深い教養を身に付けるとともに、既存知識を統合し、生

涯にわたって主体的に学ぶ基盤の構築を目的とする。発展科目は、統一テーマのも

とに複数教員が多様な視点から講義をするオムニバス形式の授業、自らの意見や調

査結果を発表するゼミ形式の授業、他者と協調して学ぶグループ学習の授業など、

授業への主体的参加が求められる授業からなり、多様な知識を統合し、応用する力

を身につけることができる。 

■社会人力養成科目 

現代の市民社会に主体的に参画し、社会人として活動する上で必要な知識や能力を

培うことを目的とする。個人としての人生を展望するとともに、他者と社会を構成

する上で必要な知識や態度を身につけることができる。 

全学共通教育における学修成果の評価の方針 

• 各授業科目の成績評価は「成績の評価に関する取扱要項」にしたがい、到達目標へ

の到達度を評価する。 

• 成績評価にあたっては、各授業科目の到達目標が「全学共通教育の５つの達成目標」

と各授業科目の対応関係（※カリキュラムマップ）、および、「各科目区分の教育の

目的」に準じていることをふまえ、育成すべき資質・能力の成長に対して、評価の

観点を適切に設定する。 

• 各授業科目の評価方法や基準はシラバスに明示するとともに、授業でも明確に説明

したうえで、客観的評価をおこなう。 

• 成績評価について疑義があるときは、「成績の評価に関する取扱要項」に定められ

た手続きにしたがって、不服申し立てができる。 


